
３．様式例（法 34条の 16の３）［監査法人用］ 
 

               業務及び財産の状況に関する説明書類 
 

第 19期   令和 5年 7月 1日から令和 6年 6月 30日まで 
 

              令和6年 8月 29日作成（公衆縦覧の開始日） 
              監査法人名 藍監査法人  
              所 在 地 東京都港区虎ノ門３丁目１８番１２号 
              代 表 者 小林新太郎 

一． 業務の概要 
1. 監査法人の目的及び沿革 
  (1) 監査法人の目的 
   定款に記載した当法人の目的は次のとおりです。  

・財務書類の監査又は証明の業務 
      ・財務書類の調整業務、財務に関する調査・立案・相談の各業務 
  (2)監査法人の沿革 

当法人の沿革は次のとおりです。 
平成 18年 4月 6日設立 

2. 無限責任監査法人又は有限責任監査法人の別 
当法人は公認会計士法第１条の３第５項に規定する無限責任監査法人です。 

3. 業務の内容 
(1) 業務概要 
   金融商品取引法監査及び会社法監査を中心に、学校法人監査や労働組合監査ならびに任意監査 
まで幅広く監査証明業務を行っております。 
 また、非監査証明業務として、財務書類の調整業務、財務に関する調査・立案・相談の各業務 
を行っております。  

(2) 新たに開始した業務その他の重要な事項 
   財務書類の調整業務、財務に関する調査・立案・相談の各業務 
(3) 監査証明業務の状況 

                                                     令和 6年 6月 30日現在 
                                  (会計年度末日) 

被監査会社等の数 
総数 内大会社等の数 

 ①金商法・会社法監査  4社  4社 
 ②金商法監査 － － 



 ③会社法監査 1 ０ 
 ④学校法人監査 2 ０ 
 ⑤労働組合監査 1 ０ 
 ⑥その他の法定監査 1 ０ 

 ⑦その他の任意監査 1 ０ 
計 10 4 

      (4) 非監査証明業務の状況 
    該当事項なし 
 

4. 業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 
(1) 業務の執行の適正を確保するための措置 

 
            最優先事項として、監査が一定水準以上の品質を保持することを常に意識させるために、品質

管理の重要性（方針及び手続並びにその目的）を専門要員に伝達するとともに、徹底するよう努

めている。 
 

(2) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置 
    
            業務の品質の管理の方針として、①独立性 (職業倫理を含む) の保持のための方針の策定、② 

監査契約の新規の締結及び更新、③ 専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任、④ 業務の実
施、⑤ 品質管理システムの監視について、策定し、その実施に関しては、品質管理担当責任者、
審査担当者、品質管理システム監視責任者、教育訓練担当責任者をそれぞれ選任している。 

         
(3) 公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を 
およぼすことを排除するための措置 

 
            不服・疑義の申立てがあった場合、速やかに社員総会において、十分かつ適切な経験と権限を

有し、調査の対象となった監査業務に従事していない者を選任し、その者の管理下で必要かつ十

分な調査を行う。 
 

(4) 直近において公認会計士法第 46条の９の２第１項の規定による協会の調査 
（品質管理レビュー）を受けた年月 

 
             令和 4年 10月 
 

(5) 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置が適正であることの確認 



 
            業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関しては、責任を有する代表者が当該措置が適

正であることを確認している。 
 

5. 他の公認会計士（大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったものに限る。）又は監査法人
との業務上の提携に関する事項 
(1) 提携を行う他の公認会計士の氏名又は監査法人の名称 
   該当なし 

(2) 提携を開始した年月 
   該当なし 

(3) 提携上の提携の内容 
    該当なし 
 

6. 外国監査事務所等（外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て財務書類の
監査又は証明をすることを業とする者）との業務上の提携に関する事項 

(1) 提携を行う外国監査事務所等の商号又は名称 
     該当なし 

(2) 提携を開始した年月 
   該当なし 

(3) 業務上の提携の内容 
   該当なし 

(4) ネットワーク及びその取り決めの概要 
   該当なし 
 

二．社員の状況 
1. 社員の数 

公認会計士 特定社員 合計 
5 人 － 人 5 人 

2. 重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 
合議体の

名称 
合議体の目的 

合議体の構成 
公認会計士 特定社員 計 

社員総会 業務の執行の適正を確保するための措置の決
定、業務の品質の管理の方針の策定の決定等 

5 人 － 人 5人 

 
 
 



三．事務所の概況 

名称 所在地 

当該事務所に勤務する者の数 

社員 公認会計士

である使用

人の数 
公認会計士 特定社員  計 

(主)主たる事務所 東京都港区虎ノ門 3-18-12 4  人 － 4 人 5  人 
(従)相模原事務所 神奈川県相模原市南区相南

1-22-44 
1 － 1  

四．監査法人の組織の概要 
   別紙添付   
五．財産の概況 

1. 売上高の総額 
                                          (単位：千円) 

第 18年度 
4年 7月１～ 
    5年 6月 30日 

第 18年度 
5年 7月１～ 
       6年 6月 30日 

売上高 
 監査証明業務 
 非監査証明業務 

 
149,946 
    － 

 
142,890 

            5,250       － 
     合 計 149,946 148,140 

  
2. 直近の二会計年度の計算書類 

     該当なし 
3. 2.に掲げる計算書類に係る監査報告書 

     該当なし 
4. 供託金の額 

                                        (単位：  円) 
公認会計士法施行令第25条に規定する供託金の額  
供託所へ供託した供託金の額（金銭及び有価証券 
の額） 

 
 

保証委託契約の契約金額  
有限責任監査法人責任保険契約のてん補限度額 
（１事故／期間中） 

 

   
 
 



5. 供託金の全部又は一部を代替している有限責任監査法人責任保険契約の内容 
契約の相手方 

 
保険の種類 

 
契約年月日 

 
 保険金の額（てん補限度額） 
   （１事故／期間中） 

    
    
    

 
六．被監査会社等（大会社等に限る）の名称 
    櫻護謨株式会社、株式会社宮入バルブ製作所、株式会社リーガルコーポレーション、      

株式会社協和日成 



　

　

公認会計士 小林　新太郎 代表者 公認会計士 関端　京夫 社員 公認会計士 原口　昌之 社員、法務担当

公認会計士 小林　新太郎 　 公認会計士 関端　京夫     

 

公認会計士 小林　新太郎 　 　 　 非常勤

公認会計士 富所　真男 　

公認会計士 村中　謙氏

公認会計士 富所　真男

公認会計士 村中　謙氏

  

常勤

 常勤

常勤

常勤

常勤

  

 　

清水　 　一

古谷　義雄

 

その他の事務
職員等

小林　芳恵

公認会計士

社　　　　員

河近　芳昭

木下　拓実

吉塚　倫明

　　　　　　　　　　　　令和　６年　６月 ３０日現在

                             < 組　　織　　図 >

　

 

藍監査法人

品質管理システ
ムの監視責任者

5名

 

社員総会

担当者

担当審査代表社員

業務執行社員

非常勤林　優臣

　

監査補助職員 　


